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子乗せ自転車はとっさの時に…

子乗せ自転車で が起きています

子乗せ自転車に小学生を乗せてはダメ！

子乗せ自転車に
乗せられるのは

未就学児まで
（小学生になる前まで）

小学生は乗せられません
（道路交通法第５７条、東京都道路交通規則第１０条）

幼児用座席に乗せられる年齢(未就学児まで)と体重制限を

守りましょう

スピードは出し過ぎず、すぐに止まれる速度で

命を守るためにヘルメットをかぶりましょう


